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新（改定後） 旧（改定前） 

 

「長野県建築設計業務等積算要領」において引用している告示の規定等 

 

（１） 【略】 

（２）難易度係数 

    長野県建築設計業務等積算要領第２章２．２（３）及び６．２（２）にお

いて引用している 

告示８号別添三第３項から第５項の表は次のとおり。 

  告示８号別添三 

  第３項の表 

（い）建築物 （ろ）設計 （は）工事監理等 

特殊な形状の建築物又は

特殊な敷地上の建築物 
― １．３０ 

木造の建築物 １．０８ １．１３ 

 

 

（参考）難易度係数の考え方 

難易度による補正の対象
建築物 

難易度係数 
主に想定している事例 

設計 
工事 
監理等 

［総合］（告示別添三第３項関係） 

 

「長野県建築設計業務等積算要領」において引用している告示の規定等 

 

（１） 【略】 

（２）難易度係数 

    長野県建築設計業務等積算要領第２章２．２（３）及び６．２（２）に

おいて引用している 

告示８号別添三第３項から第５項の表は次のとおり。 

  告示８号別添三 

  第３項の表 

（い）建築物 （ろ）設計 

特殊な形状の建築物又は

特殊な敷地上の建築物 
― 

木造の建築物 １．０８ 

  第４～５項の表 【略】 

 

（参考）難易度係数の考え方 

難易度による補正の対象
建築物 

難易度係数 
主に想定している事例 

設計 
工事 

監理等 

［総合］（告示別添三第３項関係） 
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特殊な形状の建築物又は 
特殊な敷地上の建築物 

設定なし １．３０ 

・上下階で用途が異なる
建築物や中間階に大
空間がある建築物で、
構造、設備との調整・
統合を含め特別な対
応や検討を要する計
画を行わなければな
らない場合 

・著しい高低差がある敷
地の場合 
・特殊な平面形状の敷地
の場合 
・崖地等特殊な立地条件
又は自然環境にある敷
地の場合 等 

木造の建築物 １．０８ １．１３ 

・木造建築物（設計資料
の調査・検討に要する
時間が増加、材料の調
達・手配に係る業務量
が増加など）の場合 
等 

 

特殊な形状の建築物又は 
特殊な敷地上の建築物 

設定なし 設定なし 

・上下階で用途が異なる
建築物や中間階に大
空間がある建築物で、
構造、設備との調整・
統合を含め特別な対
応や検討を要する計
画を行わなければな
らない場合 

・著しい高低差がある敷
地の場合 
・特殊な平面形状の敷地
の場合 
・崖地等特殊な立地条件
又は自然環境にある敷
地の場合 等 

木造の建築物 １．０８ 設定なし 

・木造建築物（設計資料
の調査・検討に要する
時間が増加、材料の調
達・手配に係る業務量
が増加など）の場合 
等 

 

 


